
税証明閲覧等交付申請（請求）書 
  

阿蘇市長 様 令和   年    月    日 

どなたの証明

が必要ですか 

フリガナ   生 年 月 日 

氏  名 

法人名称 

代表者名 
 

明・大・昭・平・令 

年     月     日生 

現 住 所 

（所在地） 
阿蘇市 

電話番号      －     －     ※昼間に連絡のつく番号 

窓口にこられ

た方 

（代理人）  
※代理人の場
合は、委任状
が必要です 
 

フリガナ  生 年 月 日 

氏  名  
大・昭・平 

年     月     日生 

住  所 阿蘇市 

電話番号      －     －    

証明が必要な方との関係 
☐ 同一世帯の親族（続柄     ）   ☐ 納税管理人 

☐ その他（                       ） 
 

ご使用の目的

は何ですか 

（該当する□に✔を付けてください） 

☐ 扶養認定 ☐ 児童手当 ☐ 保育所 ☐ 学校（就学援助、奨学金、授業料免除） 
☐ 健康保険 ☐ 特定疾患 ☐ 年 金 ☐ 公営住宅  ☐ 特定/高齢・優良賃貸住宅 

☐ 金融機関 ☐ 県信用保証協会  ☐ 保証人 ☐ 売買 
☐ 法務局 ☐ 裁判所 ☐ 税務署 ☐ 入国管理局 ☐ その他（          ） 
阿蘇市[ ☐ 合併処理浄化槽設置整備補助 ☐ 指名登録 ] 

 

必要な証明はどれですか（該当する□に✔を付けてください） 
証明 
年度 件数 手数料 

※は1葉ごとに50円加算 

□ 納税証明 平・令     年度分 
3年前
まで   

□ 未納がない証明    

□ 所得証明 平・令    年度（  年）分 □個人  □世帯  □児童手当用 
5年前
まで   

□ 課税証明（市県民税） 平・令    年度（  年）分 □個人  □世帯 
5年前
まで   

□ 資産証明 平・令    年度分 □全部  □一部（ □土地 □家屋 ） 
5年前
まで  ※ 

□ 無資産証明 平・令    年度分 
5年前
まで  ※ 

□ 評価証明 平・令    年度分 □全部  □一部（ □土地 □家屋 ） 
5年前
まで  ※ 

□ 公課証明 平・令    年度分 □全部  □一部（ □土地 □家屋 ） 
5年前
まで  ※ 

□ 課税証明（固定資産税） 平・令    年度分 □全部  □一部（ □土地 □家屋 ） 
5年前
まで  ※ 

□ 名寄帳証明 平・令    年度分 
5年前
まで  ※ 

□ 営業証明  □所在証明 
現年度
のみ   

□ 地籍図（公図）の写し 所在地：阿蘇市   ※ 

□ その他の証明 （                       ） 

□ 閲覧       （                       ） 

証明は
現年度
のみ 

 
 

 
・ 阿蘇市手数料条例に基づく手数料は、1件につき300円、1葉増すごとに50円となります。 
・ 徴収した手数料は、申請する事項を取り消し、又は変更しても、還付（払戻）いたしません。 
・ 代理人の場合は、委任状が必要です。委任状の偽造は、私文書偽造等の罰則が科せられます。 
・ 身体不自由等により申請するご本人（委任者）が記入できない場合には、代筆することもでき
ます。くわしくは窓口にておたずねください。 
・ 本人確認のため、運転免許証等の提示をお願いします。 

本人 

確認 

免許証・マイナンバーカード 

資格確認書・在留カード 

公 簿・聴 聞・その他（       ） 

受付印 

 
受付対応者  

様式第1号 

※本人が申請する場合は、記入不要 

※法人の場合は、代表者印が必要です 

☐ ①の申請者住所に同じ 

③ 

① 

② 

 

④ 

 

※市外の方は阿蘇市を二重線で消してください 

※市外の方は阿蘇市を二重線で消してください 



 

 

  

税税務務証証明明書書及及びび公公簿簿等等のの閲閲覧覧手手数数料料ににつついいてて  
 

税務証明書及び公簿等の閲覧申請のときに、次のとおり手数料を徴収いたします。 

ご不明な点がございましたら、窓口にてご確認ください。 

 
阿蘇市手数料条例 別表（第2条関係）抜粋 

手数料の名称 手数料の額 

租税及び公課に関する証明 

所得証明書、課税台帳記載事項証明書 

非課税証明書、扶養証明書 

児童扶養手当用証明書 

1件につき 300円 

資産に関する証明 

資産証明書、評価証明書、公課証明書 

課税証明書、無資産証明書、価格通知書 

課税台帳記載事項証明書、名寄帳証明書 

名寄帳兼課税台帳、住宅用家屋証明書 

地籍図（公図）の写し） 

1件につき 

1葉増すごとに 

300円 

50円 

納税証明書 

納税証明書、未納がない証明書 
1件につき 300円 

営業に関する証明 

営業証明書、所在証明書 
1件につき 300円 

優良宅地造成認定申請手数料 1件につき 86,000円 

優良住宅新築認定申請手数料（床面積の合計により） 1件につき 
6,200円 

～43,000円 

住宅用家屋証明申請手数料 1件につき 1,300円 

公簿、公文書及び土地図面の閲覧 1事項につき 300円 

公簿、公文書及び土地図面の証明 
1事項につき 

1葉増すごとに 

300円 

50円 

その他の証明 1件につき 300円 

納税証明書 

継続検査用軽自動車税納税証明書 

国民健康保険税納付証明書 

免除（無料） 

 

【その他】 

・ 土地は１筆ごとに、建物は１棟ごとに証明を要するときは、１筆又は１棟をもって１件とします。 

・ 同一事項について２通以上を証明するときは、１通を１件とします。 

・ 閲覧に関しては、土地の図面は１枚、土地名寄帳は１人分をもって１件とします。 

・ 徴収した手数料は、申請する事項を取り消し、又は変更しても還付（払戻）いたしません。 

 

 

 


